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令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

 事 業 主 各位 

                     出 版 健 康 保 険 組 合 

                     理 事 長  高 井  昌 史 

                      （公 印 省 略） 

健康増進施設（法人会員スポーツ施設）利用のご案内 

 平素は、当組合の事業運営に格別のご協力を賜わり厚くお礼申しあげます。 

 さて、組合員ならびに被扶養者の健康・体力づくり事業の一環として、  

令和３年度も「健康増進施設（スポーツクラブ等）」と法人会員契約を結び、

別紙「法人会員健康増進施設利用要綱」のとおりみなさまのご利用に供して

まいります。 

 つきましては、貴事業所の組合員ならびに被扶養者の方々のスポーツ  

ライフの一環として大いにご活用くださるよう周知方よろしくお願い申しあ

げます。 
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